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５ 実施運動 

(1) 交通安全運動

運 動 の 名 称 間期 期 日 を 決 め て 行 う 運 動

春の全国交通安全運動 ４月６日（金）～４月15日（日） 一斉街頭指導日 4.9(月)､4.13(金)
交通事故死ゼロを目指す日

4.10(火)
秋の全国交通安全運動 ９月21日（金）～９月30日（日） 一斉街頭指導日 9.21(金)､9.28(金)

交通事故死ゼロを目指す日

9.30(日)
年末年始の交通安全運

動

12月10 日（月）～１月９日（水） 一斉街頭指導12.10(月)､１.8(火)

(2) 交通安全日  ＊土・日または祝日の場合は翌日

称名 実 施 日

シートベルト・チャイルドシート着用指導日 毎月４・１４・２４日

高齢者交通安全の日 毎月１５日（高齢者世帯訪問活動等）

原付・自転車街頭指導日 毎月１５日

県民交通安全の日 毎月２０日

児童・園児の交通安全の日 毎月第２・第４月曜日（休校日・休園日を除く）

(3) その他の運動

運 動 の 名 称 期 間 等

自転車マナーアップキャンペーン ５月１日（火）～５月31日（木）

県内一斉の自転車街頭指導日5/15（火）

暴走族等の根絶強化月間 ６月１日（金）～６月30日（土）

高齢者交通事故防止キャンペーン

（高齢者１万人訪問活動）

（年金受給日における交通安全啓発）

９月１日（土）～12月31日（月）

（９月１日（土）～９月30日（日））

（10月15日（月）、12月14日（金））

６ 運動の重点推進事項 

 別表のとおり

７ その他 

(1) 別に定める要領により「交通死亡事故多発警報」が発令されたときは、各関係機関・団体は相互の

連携を密にして、交通死亡事故の抑止に向けた緊急対策を集中的かつ強力に推進する。

(2) 毎月１０日、２０日、３０日の「公共のりものデー」に協賛し、地球温暖化防止のための CO２の

削減と公共交通機関の利用を促進することにより、車の総量を減らし交通事故の防止を図る。

(3) 高齢運転者の関係する交通事故が、全体に高い割合を占めている状況にあり、対策の一環として「運

転免許返納支援制度」の推進を図る。
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